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「
新
春
を
祝
う
会
」
参
加
者
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
企
画
課
企
画
財
政
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

☎
６
６
２
‐
４
２
７
１

　

毎
年
恒
例
の
「
新
春
名
刺
交
換
会
」を
誰
も

が
参
加
し
や
す
い
よ
う
「
新
春
を
祝
う
会
」と

名
称
を
改
め
、
充
実
し
た
内
容
で
開
催
し
ま

す
。

　

新
春
の
ひ
と
と
き
、
町
の
発
展
を
願
い
な

が
ら
交
流
し
、
情
報
を
交
換
し
あ
う
場
と
し

て
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

●
日
時　

平
成
25
年
１
月
４
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　

午
後
３
時
30
分
～
午
後
５
時

●
会
場　

中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

●
会
費　

２
，
０
０
０
円

●
申
込
締
切　

12
月
14
日
（
金
）

　

参
加
者
名
簿
を
作
成
し
ま
す
の
で
、
お

申
込
み
の
際
は
「
氏
名
」「
住
所
」「
電
話
番

号
」「
職
業
ま
た
は
役
職
名
」
を
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。（
「
職
業
ま
た
は
役
職
名
」
の

掲
載
は
任
意
で
す
。
）

　

ま
た
、
平
成
24
年
に
中
山
町
に
工
場
ま

た
は
事
務
所
等
を
興
さ
れ
た
方
は
席
上

で
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

－平成 25・26 年度－　

入札参加資格審査申請の
定期受付を開始します

　町が発注する建設工事及び

測量・コンサル等、物品の納入

及び業務委託の入札に参加を

希望される方や中山町小規模

工事等受注登録を希望される

方は関係書類を提出してくだ

さい。

　提出書類等は町ホームペー

ジトップページ⇒「申請書ダ

ウンロード」⇒「入札参加資格

申請関係」ページからダウン

ロードできるほか、建設課下

水道管財Ｇにも準備してあり

ます。

●受付期間　平成 25 年１月

　15 日（火）～２月 28 日（木）

※お問い合わせ先・提出先

　建設課下水道管財Ｇ　　　

　　　　☎６６２-２１１５

　　　12 月１日（土）～ 12月 10日（月）まで

　　　　　　　　　　「冬の交通安全町民運動」期間です

　これからますます夕暮れが早く、寒さが厳しくなってきます。

　車は早めにライトを点灯し、歩行者は夜光反射材を活用し、「見

る・見せる」を心がけましょう。

　また、飲酒の機会が多くなることから飲酒運転による重大事故

の多発する時期です。

　交通規則とマナーを守り交通事故防止に努めましょう

☆飲酒運転４(し )ない運動☆

●運転するときは酒を飲まない●酒を飲んだら車を運転しない

●運転する人に酒を飲ませない●酒飲み運転は見逃さない

 今年度の「ひまわりグラウンド・ゴルフ場」の
　　　　　　営業は11 月 30 日で終了しました

　来シーズンは４月１日から使用開始予定です。（融雪状況によ

り変わる場合があります）

 また、来年度の年間使用券の販売は来年３月上旬の予定です。詳

細については、３月発行のお知らせ版に掲載します。

【冬期間、町営バスはグラウンドゴルフ場には停まりません】
　町営バスの運行は12 月１日～平成 25 年３月 31 日まで冬期運

行となります。各停留所の時刻は変わりませんが、冬期間はグラ

ウンドゴルフ場が閉鎖されているため、グラウンドゴルフ場の停

留所には停まりませんのでご注意ください。

　　「冬の交通安全町民運動」期間です
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【
人
権
な
ん
で
も
相
談
所
】 

　

12
月
４
日
～
10
日
ま
で
は
人
権
週
間
で
す
。

困
り
ご
と
、
心
配
ご
と
が
あ
る
時
は
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

●
日
時　

12
月
４
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

勤
労
文
化
セ
ン
タ
ー
集
会
室

◆
町
で
は
次
の
方
々
が
法
務
大
臣
か
ら
人
権

擁
護
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

個
別
の
相
談
も
可
能
で
す
。

▼
伊
賀
良
男
（
長
崎
） 

▼
齋
藤
榮
子
（
達

【
人
権
に
関
す
る
書
道
展
】

　

山
形
地
方
法
務
局
、
山
形
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
お
よ
び
県
子
供
の
人
権
専
門
委
員
会

で
募
集
し
た
『
小
学
生
の
人
権
に
関
す
る
書

道
作
品
（
町
立
長
崎
、
豊
田
両
小
学
校
の
一

部
）
』を
展
示
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
期
間　

12
月
５
日
（
水
）
～
10
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
３
時
ま
で

●
場
所　

ヤ
マ
ザ
ワ
中
山
店
内

税の控除についてのお知らせ

　【障害者控除について】

　65 歳以上の方については所得税法等の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている方のほか、

「身体障害者に準ずる者等として町長の認定を受けている方」についても、所得税等申告時の障害者

控除の対象とされています。

　この「身体障害者に準ずる者等としての町長の認定」による税法上の障害者控除を受けるには、事

業所への提出や申告相談の前に、健康福祉課（保健福祉センター内）に申請し、「障害者控除対象者認

定書」の交付を受けることが必要ですので、忘れずに申請手続きを行なってください。

◆注意　12 月 31 日現在で要介護２以上の認定を受けている本人又は扶養している方は、障害者控除

　　　　または特別障害者控除を受けられる場合がありますので、事前に健康福祉課にお問い合わ

　　　　せください。

　【おむつ代の医療費控除について】

　おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、１年目の所得申告の際に、寝たきり状態

にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行する「おむつ使用証明書」

と「おむつ代の領収書」の提出が必要です。

　なお、２年目以降の所得申告の際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わり、介護保険法に

基づく要介護認定資料（主治医意見書等）で寝たきり状態等が確認できれば、医療費控除が認められ

る場合があります。この場合、健康福祉課（保健福祉センター内）にて「おむつ代の医療費控除証明書」

を発行しますので、所得申告の前に健康福祉課までお問い合わせください。

※申請・証明書に関するお問い合わせ先　健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２－２４５６　

※税の控除に関するお問い合わせ先　　住民税務課税務Ｇ　☎６６２－２１１２

　

町
食
生
活
改
善
推
進
員
が
お
正
月
料
理
を

配
達
す
る
「
友
愛
訪
問
」
を
行
い
ま
す
。
ご
希

望
の
方
は
負
担
金
を
添
え
て
地
区
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
配
達
日
時　

12
月
14
日
（
金
）
正
午
～
１
時

●
対
象
者　

70
歳
以
上
の
単
身
高
齢
者
（
希

望
者
）

●
自
己
負
担
金　

２
０
０
円

●
申
込
締
切　

12
月
５
日
（
水
）

人
権
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
情
報

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
税
務
課
住
民
Ｇ
☎
６
６
２
‐
２
５
９
３

磨
寺 

） 

▼
髙
橋
ヤ
ヱ
子
（
長
崎
）　

▼
鈴

木
祐
吉
（
金
沢
）

◆
村
山
地
方
管
内
に
お
け
る
相
談
所
の
開
設

日
時
や
場
所
は
前
回
配
布
の
11
月
15
日

号
に
同
封
さ
れ
た
チ
ラ
シ
に
も
詳
し
く

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
正
月
料
理
を
配
達
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
協
議
会　

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

税の控除についてのお知らせ

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・　

し
尿
汲
み
取
り
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

【
ご
み
収
集
に
つ
い
て
】

　

ご
み
収
集
は
12
月
31
日
（
月
）
～
１
月

３
日
（
木
）
ま
で
休
み
と
な
り
ま
す
。
１
月

４
日
（
金
）
か
ら
は
通
常
通
り
収
集
し
ま

す
。

【
し
尿
汲
み
取
り
に
つ
い
て
】

　

し
尿
汲
み
取
り
は
、
12
月
29
日
（
土
）
～

１
月
３
日
（
木
）
ま
で
休
み
と
な
り
ま
す
。
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水道の冬じたくはお済みですか？

　最低気温がマイナス４℃以下になると水道管や

メーターなどが凍り、水が出なくなったり、破裂し

て水が漏れたりする被害が予想されます。

　早めの冬じたくを心がけ、凍結防止に努めましょ

う。

◎凍結を防ぐために

◇屋外に露出している水道管には、保温材などを

取り付けましょう。

◇メーターボックスの中には布切れや新聞紙、発

泡スチロールを敷き詰めて保温しましょう。

◇夜間または長期不在など長時間水を使わない

時は、水抜きをしましょう。　　　　　

◎万が一、凍結・破裂したら

◇トラブル発生時は７月１日に配布した「すいど

うだより」に掲載されている『指定給水装置工

事事業者』に修理を依頼して下さい。

　冬期間もメーター検針は休まず行います。メー

ターボックスの周りを雪かきするなど、検針へのご

協力をお願いします。

※お問い合わせ　最上川中部水道企業団

　　　　　　　　　☎６６２－２１６３

【
男
性
セ
ミ
ナ
ー
『
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

書
き
ま
せ
ん
か
！
』
】

①
山
形
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・

チ
ェ
リ
ア
（
☎
６
２
９
‐
７
７
５
１
）　

②

12
月
９
日
（
日
）
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　

③
遊
学
館
（
山
形
市
緑
町
）　

④
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
実
際
に
書
い
て
自

分
史
を
作
成　

⑤
20
名
程
度　

⑥
無
料

⑦
電
話
で
事
前
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
フ
ァ
ー
ラ
相
談
室
】

①
山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　

●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

　

①
お
問
い
合
わ
せ
先　

②
と
き　

　

③
と
こ
ろ　

④
内
容　

⑤
対
象
・
定
員　

　

⑥
費
用　

⑦
申
込
方
法　

⑧
そ
の
他

●
期
日　

1
月
５
日
（
土
）
、
20
日
（
日
）
、
27
日

（
日
）

●
場
所　

蔵
王
猿
倉
ス
キ
ー
場
（
送
迎
付
き
）

●
対
象　

町
内
の
小
学
３
年
生
～
一
般
の
方

　
　
　
　
　
　
　

（
３
日
間
受
講
で
き
る
方
）

●
定
員　

先
着
30
名
。
初
心
者
歓
迎
。

●
参
加
費　

３
日
間
で
１
名
に
つ
き
、
子
ど

も
（
中
学
生
ま
で
）
１
０
，
０
０
０
円
、
大

人
１
３
，
０
０
０
円
（
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
代
、
リ
フ
ト
代
、
昼
食
代
、
保
険
代
）

貸
し
ス
キ
ー
１
日
１
，
０
０
０
円
（
別
途
）

●
申
込
方
法　

総
合
体
育
館
に
あ
る
募
集
要

項
・
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

参
加
費
を
添
え
て
、
12
月
1
日
～
22
日
ま

で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
※
印
鑑
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
キ
ャ
ン
セ
ル

料
は
12
月
29
日
以
降
、
一
部
返
金
で
き
ま

せ
ん
。

【
親
子
（
父
と
子
）
思
い
出
づ
く
り
講
座

　
　
　

「
宇
宙
と
星
で
楽
し
む
工
作
教
室
」
】

①
山
形
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　

フ
ァ
ー
ラ
（
☎
６
４
５
‐
８
０
７
７
）　

②

12
月
16
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
０
時

③
フ
ァ
ー
ラ
５
階
視
聴
覚
室　

④
オ
リ

ジ
ナ
ル
星
座
早
見
と
星
座
に
ち
な
ん
だ

ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
作
り　

⑥
親
子
で

５
０
０
円
（
追
加
し
て
作
る
場
合
は
１

セ
ッ
ト
に
つ
き
５
０
０
円
）　

⑦
事
前
に

電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ
☎
６
６
２
‐
２
２
８
９

フ
ァ
ー
ラ
（
☎
６
４
５
‐
８
０
７
７
）　
　

②
▼
一
般
相
談　

毎
日
開
催
。
曜
日
に

よ
っ
て
相
談
時
間
が
異
な
り
ま
す
。　

▼

法
律
相
談　

12
月
７
日
（
金
）
、
14
日
（
金
）
、

21
日
（
金
）　

午
後
４
時
～
６
時　

⑥
無

料　

⑦
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
12
月
１

日
か
ら
予
約
を
受
付
け
ま
す　

⑧
休
館

日　

12
月
24
日
、
29
～
31
日

　

 

　介護予防を目的とした軽体操を行います。音

楽や簡単な道具を使って行う体操で、元気な方

なら誰でもできる運動です。

●対象　町内の６５歳以上の元気な高齢者（ま

すます足腰を鍛えたいと考えている方や最

近足腰が少し弱ってきているかなと感じて

いる方大歓迎です。ただし、要介護認定者、特

定高齢者該当の方は原則として参加できま

せん。）

●日時　平成 25 年１月～３月までの毎週金　

　曜日　午前 10 時～ 11 時または午後２時～

　３時（午前か午後どちらかを選択）

●場所　総合体育館

●定員　午前・午後各 20 名

●参加料　無料

●申込方法　申込書に必要事項を記入し、12

月３日（月）～ 12 日（水）までに健康福祉課ま

たは役場総合窓口に提出してください。申込

書は健康福祉課、役場総合窓口にあります。

※お問い合わせ・提出先

　　健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２-２４５６

貯筋
ちょきん

への参加者募集
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　保健カレンダー
※保健事業に関するお問い合わせ先
　　健康福祉課健康づくりグループ　☎６６２－２８３６

事 業 名 日 時 場 所 対 　 象 　 者 　 等

母子手帳交付 12/11（火）
9：00 ～ 10：00 保健福祉

センター

母子手帳を交付し健康相談を行います
●持ち物　印かん

予防接種相談会
12/11（火）

10：30 ～ 11：30
予防接種についての相談を行います

麻しん・風しん３期４期 /日本脳炎の申し込み受付　　平成２５年１月に接種を希望する方

●申込期間　１２月１日（土）～１２月１０日（月）
●対象者　　麻しん風しん３期　平成１１年４月２日～１２年４月１日生まれ
　　　　　　麻しん風しん４期　平成６年４月２日～７年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）　平成１３年４月２日～平成１７年４月１日生まれ
●次のいずれかの方法で申し込み票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。１月１日から希望

した医療機関で接種を受けてください。（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので届い
たら医療機関に予約をいれてください）
①５０円切手を貼って投函
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山形県既存建築物データベース作成業務に伴う現地調査のお知らせ

　山形県では建築物に使用されている吹き付けアスベスト対策のため、既

存建築物のデータベース作成を進めています。

　作成の過程で現地調査も行い、建築物の表札等、構造、階数、用途等を道

路から目視で行い、外観を写真撮影します。作業員が建築物の敷地に立ち

入ることはありません。

　ご迷惑とならないよう、細心の注意を払い作業を行いますので、ご理解

とご協力をお願いいたします。

●調査場所　県内全域（山形市を除く）

●調査期間　12 月初旬～ 12 月下旬（予定）

※お問い合せ先　山形県土整備部建築住宅課建築行政担当　☎ 630-2651
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調理師業務従事者届をお忘れなく

　調理業務に従事している調理師の方は調

理師法に基づいて、２年ごとに就業地の都

道府県知事に12 月 31 日現在における氏名・

住所等を届けなければなりません。

　今年度がその届出年度になっていますの

で、調理師業務従事者届を平成 25 年 1 月

15 日まで村山保健所に届け出てください。

※お問い合わせ先　村山保健所保健福祉

　環境部生活衛生課　☎６２７‐１１８５

②保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は
保健福祉センターの郵便受けに入れてください。

③役場総合窓口へ来所。時間外（平日の8：00 ～ 8：
30 と17：15 ～ 20：00、土・日曜日等の8：00 ～
20：00）は役場西側出入口から入り役場宿直室へお
届けください。

※ＢＣＧ・三種混合・日本脳炎（３歳４歳）・麻しん風しん１
期、２期の申し込みは町内医療機関に直接申し込んでく
ださい。（ただし、町外医療機関希望の場合は健康づくり
グループに申し込み票をお届け下さい。接種券を郵送し
ますので届いたら医療機関に予約をいれてください）


